
秋田県建設工事入札参加資格審査申請書（県外建設業者用） 
 
令和７・８年度において秋田県が発注する建設工事に係る入札参加資格の審査を申請します。 
なお、この申請書及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 
また、地方自治法施行令第１６７条の４に該当する者でないことを誓約します。 
 
 令和   年   月   日                         国土交通大臣    般 

                                             許可   －    第      号 
 秋田県知事  佐 竹 敬 久                             知事      特 
 
◇申 請 工 種                            

      
            
       
       
      
      
       
       
       
       
      
      
       

 

 
注）解体工事を除き、年間平均完成工事高が３，０００万円に満たない工種の申請はできません。 

◇担当者氏名及び連絡先                          

  
記 載 要 領 
 １．申請する工種には、「申請の有無」欄に○を記入してください。なお、解体工事を申請 

  する場合は、一般土木工事または建築一式工事の申請が必要です。 

 ２．申請する工種に対応する建設業許可に係る経営事項審査の総合評定値の通知を受け 

ていない場合及び社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入義務の 

ある事業所で、社会保険等に未加入である場合は、申請できません。 

 ３．「商号又は名称」欄には、フリガナを必ず記入してください。 

 ４．※印欄には記入しないで下さい。 

 ※  受付番号 

 Ｇ－ 

◇主たる営業所 

郵 便 番 号 ・ 住 所 
 
 

フ  リ  ガ  ナ  
商 号 又 は 名 称  

代 表 者 職 氏 名  

電 話 番 号  

◇委任がある場合 

郵 便 番 号 ・ 住 所 
 
 

支店（営業所）名  

受 任 者 職 氏 名  

電 話 番 号  
 
◇ 秋田県内に委任先以外の支店等がある場合 
 （建設業法上の届出がある場合に限ります。） 

郵 便 番 号 ・ 住 所 
 
 

支店（営業所）名  

電 話 番 号  

コード 工   種 
申請の 
有無 

申請に必要な 
建設業許可 

０１ 一般土木工事  土木工事業 
０２ 法面工事  とび・土工工事業 
０３ 建築一式工事  建築工事業 
０４ 電気工事  電気工事業 
０５ 給排水暖冷房衛生設備工事  管工事業 
０６ 鋼構造物工事  鋼構造物工事業 
０７ 舗装工事  舗装工事業 
０８ 一般塗装工事  塗装工事業 
０９ 路面標示工事  塗装工事業 
１０ 機械器具設置工事  機械器具設置工事業 
１１ 電気通信工事  電気通信工事業 
１２ 造園工事  造園工事業 
１３ さく井工事  さく井工事業 
１４ 水道施設工事  水道施設工事業 

１５ 解体工事  土木工事業又は建築工事業 

担当者氏名： 電話番号： 


